
奄美地区地域自立支援協議会

子ども部会

保育所等訪問支援事業のご案内
□保育所等訪問支援とは
・「児童福祉法」に基づく、「障害児通所支援」のひとつです
・通園通学先で困り感がある子どもに対して、保護者からの要望を受け、その困り感の軽減や集団生活への適応を促すよう
支援計画に基づいて専門的な支援を行う障害福祉サービスです

目的①:集団生活への適応と育ちの充実を図る
通園通学先などの集団生活の場が子
どもにとって安心・安全に成⾧できる環
境となるように調整、充実を図ること

目的②:家族も一緒に支える
家族が子どもの特性を理解し、その成
⾧を喜び合える土台を作るために、保
護者の心情を理解した上で、きょうだい
を含めた支援を行い、子どもの暮らしや
育ちの安定を図ること

目的③:関係者と一緒に考える

訪問先の意向を受け止め、困っている
状況を丁寧に把握した上で、保育や
教育の効果を最大限に引き出す支援
の在り方を一緒に考えていくこと

目的④:連携して支援する
通園通学先と連携して支援を行うこと
により、すべての子どもが、住み慣れた
地域で安心して共に成⾧できるインク
ルーシブな環境を整えていくこと

□保育所等訪問支援の目的

□実施の流れ

手順①:打診する

保護者の要望を受けたサービ
スを提供する事業所が通園
通学先に支援開始について
打診をします（確認後、相
談支援事業所がサービス調
整会議を調整します。）

手順②:計画を立てる

サービス調整会議を実施。関
係者で子どもの集団活動へ
の参加状況等を共有。協議
の上、具体的な支援の方法
や頻度を入れた支援計画を
作成します

手順③:支援開始

サービス調整会議での意見を
元に作成した支援計画に基
づいて通園通学先での支援
を開始します（支援内容につ
いては保護者、支援先とも共
有します）

手順④:評価する

支援終了後、事業所が示
した書式を提示します。通
園通学先には、支援に対
する評価のご協力をお願い
いたします

【利用決定まで】 ※すでに障害福祉サービスを利用している方は 手順②は必要ありません

【利用時の手順】 ※保護者の要望により、相談支援専門員が事業所を調整、サービス利用を開始します

手順①:申請する
保護者が市町村の障害福祉担当課へ
「保育所等訪問支援」の利用希望を申
請します

手順③:計画（案）を立てる

相談支援専門員が保護者の要望
に基づいて、利用頻度決定の参考
にするための「サービス等利用計画
（案）」を作成します

□実施及び調整機関

〇実施機関:児童福祉関係の事業所
保育所等訪問支援事業を行っている児童福祉関係
の事業所で、子どもの通園通学先との協働及び後方
支援の立場で訪問し支援を実施します

〇調整機関:相談支援事業所
「保育所等訪問支援」を含めた福祉サービス
利用に関する計画を作成した上で、子ども本
人への支援全体の調整もおこないます

※児童関係事業所とは・・・「児童発達支援」「児童発達支援センター」「放課後等デイサービス」の事です

※初めて障害福祉サービスを利用される方は手順②へ

手順②:調整する
市町村担当課への申請と併行し
て計画を作成する役割の「相談
支援専門員」等を調整します

手順④:利用決定

相談支援専門員が作成した
サービス等利用計画をもとに
利用が決定します（市町村
より福祉サービスの受給者証
が発行されます）

※受給者証とは・・・
障害福祉サービスの利用に必要
な証明書の事です

※「相談支援専門員」は、各市町村窓口で調整することができます

□訪問支援の対象となる機関
◎児童福祉法施行規則にて内閣府令で定める施設
（乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園）
◎児童福祉法施行規則の市町村が認める施設
（放課後児童クラブ、児童館、中学校、高等学校）

※実際に利用する際には、実施
事業所の調整及び以下「サービ
ス利用開始」の手順②の通り関
係者で話合い、具体的な計画を
作成いたします

※②～➃の流れを必要に応じて繰り返していきます



～ Q&A ～

① どんな時に利用できますか?
〇集団生活の場において、保護者が必要と感じた時

④ どのような支援をおこないますか?

〇集団生活での困り感がある場合

② 対象となるこどもは?

電話番号住 所事業種事業所名市町村

0997-69-4361奄美市名瀬大熊1424番地放児nYokki奄美市①

0997-69-4420奄美市名瀬大字西仲勝197-1児あんだんて奄美市②

0997-69-3695奄美市名瀬有屋町29番31放児にこぴあ奄美市③

0997-53-1718奄美市名瀬和光町41-3放児Cのぞみ園奄美市④

0997-57-1145奄美市名瀬大字小宿2156-1放児Cはごろもの郷奄美市⑤

0997-62-3179龍郷町瀬留字森足原1116番地放愛かな龍郷町⑥

0997-69-3522龍郷町赤尾木字手広1979番地2放児C聖隷かがやき龍郷町⑦

0997-69-4762龍郷町浦字ヲフニ1067-1放児ハートリハ龍郷龍郷町⑧

0997-72-1011瀬戸内町古仁屋船津26番地放児ここ園瀬戸内町⑨

0997-76-3025瀬戸内町古仁屋瀬久井西7-3放児みらいはうす瀬戸内町⑩

※ 奄美地区の「保育所等訪問支援」実施事業所一覧（令和6年12月現在）
C:児童発達支援センター 児:児童発達支援事業所 放:放課後等デイサービス

※その他ご不明な点がある場合は、各市町村障害福祉担当課にお問合せください

〇奄美市福祉政策課 ・・・・・・・・・・・ 0997-52-1111

〇宇検村保健福祉課 ・・・・・・・・・・・ 0997-67-2212

〇大和村保健福祉課 ・・・・・・・・・・・ 0997-57-2111

〇瀬戸内町保健福祉課 ・・・・・・・・・ 0997-72-1111

〇龍郷町子ども子育て応援課 ・・・・ 0997-62-3111

友達と上手く遊べずトラブルになることがある/授業が理解
できていない/気が散りやすくじっとしていられない/かんしゃ
くを起こす/自分や他児を傷つけることがある/こだわりやひ
とり遊びが目立っている 等

・保育所や学校などの集団生活の場で困り感があり支援が
必要と思われる子ども

〇子ども本人に対する支援（直接支援）
・集団生活への適応を支援
・発達段階に合わせた支援
・困りごとを軽減するためのサポート

〇訪問先に対する支援（間接支援）

〇家族に対する支援（間接支援）
・子育ての悩みを相談
・必要な情報を提供
・家族と保育所や学校等との連携を調整
（一貫した支援につなげる）③ どのくらいの頻度や時間で訪問しますか?

・2週間に1回程度を基本として実施（詳細な頻度につ
いては、関係者で協議した上で作成されたサービス等利
用計画に基づく）

・支援の提供時間は1回30分～2時間程度
⇒事前に関係者で協議確認の上、必要と思われる時間を調整

・利用の認定にあたっては、医学的診断や障害手帳の
有無は問わない

・障がい理解の促進
・具体的な支援方法に関するアドバイス
・環境整備のサポート

※具体的には関係者で協議の上、必要な支援を提供
いたします

令和6年度 作成


